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１．研究の背景、問題意識 

（１）合意形成プロセスの導入と政策移転論 

 近年、わが国ではさまざまな合意形成・参加型政策形

成プロセスの導入が試みられているが、パブリック･イン

ボルブメント、コンセンサス会議、メディエーションな

ど、その名称が示すように多くが海外の先行事例を参考

としたものである。ここでわが国における海外の合意形

成プロセスの導入を検討するうえで、政策移転論（Policy 

Transfer）が参考になる。政策移転論は、他国や他自治

体などでの先行事例を範とした政策形成の過程を検討の

対象としており、教訓の学習(Lesson Drawing)とも呼ば

れる 1),2)。政策移転に関する既存研究の多くは、政策が

そのまま移転されることはなく、実際には政策の内容が

移転の過程で修正されたり、移転先での導入が失敗した

りすることを指摘している。たとえばDolowitzらは政策

移転において起こり得る問題の３類型を挙げている3)。 

・情報不足での移転（政策の中身を理解していない） 

・不完全な移転（政策の重要な要素が移転されない） 

・不適切な移転（文脈の差異に配慮してない） 

これら政策移転論の議論を踏まえると、わが国における

海外の先行事例を参考とした合意形成プロセスの導入の

過程にも数多くの課題が存在しうると考えられる。 

（２）文脈配慮型プロセス導入 

 本研究では特に「不適切な移転」の危険性に着目した。

言い換えれば、海外の合意形成プロセスの導入という政

策移転過程において、わが国の文脈（環境条件）がどの

ように影響を与えるのかに着目した。 

 政策移転論のほか、経営技術、紛争解決技術に関する

先行研究および制度と個人の関係性に着目した理論研究

を整理すると、これらの社会技術が移転される場合には、

それらの技術を移転先の文脈に適応化（adaptation）さ

せる必要性、そして組織変革（organizational change）

により文脈を変化させる必要性の２点が浮かび上がって

くる4)。 

 これら先行研究の整理・分析に基づき「合意形成プロ

セスの移転過程」に関する仮説を図１のように模式化し

た。海外で開発された合意形成プロセスは海外の文脈に

影響を受けて開発されたのであり、わが国への移転を契

機に、わが国の（合意形成等に関連する）文脈と相互作

用を発生し、文脈と合意形成プロセスの間で齟齬が生じ

ないよう、技術適応化と組織変革が発生するという仮説

である。技術適応化とは文脈に合わせてプロセスを変化

させること、組織変革とはプロセスに合わせて文脈を変

化させることを意味する。 
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図１ 合意形成プロセスの移転過程 

 本稿は、合意形成プロセスのひとつであるコンセンサ

ス・ビルディングのわが国への移転を通じて合意形成プ

ロセスの政策移転について検討した研究の結果を、速報

として紹介するものである。 

 

２．研究の方法論 

 本研究は図１で示す「政策形成プロセスの移転過程」

を実証するため、以下の２つの検討を行なった。 

（１）文脈の把握 

 質的研究手法 5)を採用し、わが国の社会資本整備分野

における合意形成に関連する文脈を捕捉した。具体的に

は2004年から2007年にかけて国内の実務家40名を対象

に詳細（in-depth）インタビュー調査を実施。79件の計

画検討および事業実施案件における合意形成、利害調整、

交渉などの実態を把握した。その後、オーディオテープ

に記録した聞き取り内容をすべて文字に書き起こした後、

質的研究支援ソフトウェアNVivoを用いてコーディング

を行い、インタビューを通じて共通して指摘された点を
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抽出した。 

（２）適応化と組織変革の参加型観察 

 わが国の文脈が与える影響を観察するため、「コンセン

サス・ビルディング（以下 CB）」を用いた北常三島町交

差点交通安全方策検討委員会および関連する取り組みに

ついて参加型観察を行なった。CB は 1970 年代より米国

を中心に実践、改良されてきた合意形成プロセスである。

法制度で義務づけられたプロセスではなく公共政策の策

定時にアド・ホックに適用されるプロセスであるが、招

集・責任の明確化・審議・決定・実施の５段階で実施す

る方法論が定式化されている 6)。労使紛争等の調停

（mediation）の技術を応用発展して開発された技術であ

ることからCBプロセスのことを現在でも「メディエーシ

ョン」と呼ぶこともある7)。 

 この合意形成プロセスが徳島市の北常三島町交差点の

交通安全対策を検討するにあたって2004年から2006年

にかけて適用された。本研究ではその導入過程を詳細に

観察することで、技術適応化と組織変革の実態を観察し

た。 

 

３．わが国における合意形成プロセス導入に係る文脈 

 質的調査によりわが国の社会資本整備における合意形

成の文脈を整理すると、組織、法制度、行動規範、参加

の場の４領域に大きく分類できる。 

（１）組織（ステークホルダー） 

 さまざまな組織がわが国の合意形成には関与している

が、行政、コンサルタント、コミュニティ組織、政治団

体、学識経験者の大きく５つに分類される。それぞれの

組織は特有の規範に基づいて行動しており、たとえば行

政についてみると、ヒエラルキー構造、情報共有および

参加の回避、他省庁間との分担（タテ割り）、持ち帰りな

どの特徴が見られる。 

（２）法制度 

 言うまでもなく計画に関する諸制度は合意形成の文脈

として重要な位置づけを占めている。具体的には都市計

画法、河川法、環境影響評価法（および地方公共団体に

よる環境アセスメント制度）などが合意形成の現場では

影響を与えている。法律によらない通達やガイドライン

文書も、「お墨付き」の効果を有していることが把握され

た。また「年度」も大きな影響を与えており、通常、発

注が年度単位で行われること、年度の変わり目で人事異

動などにより合意形成プロセスが大きく様変わりするこ

とがあること、などが指摘されている。 

（３）行動規範 

 ここでいう行動規範とは、個人や組織の間で行われる

相互作用（interaction）を暗黙のうちに規定している規

範を意味する。行動規範は、個人間の規範、参加者とし

ての規範、グループ内の規範、組織間の規範などに類型

化される。個人間の規範としては、対話における「顔見

知り」や「世間話」の重要性、ステータスの指標として

の年齢の重要性が把握された。参加者としての規範には、

対立的な２要素がみられ、多くの人々には公の空間で自

ら発言することを嫌う傾向がみられるが、逆に一部の人

は自ら発言をしたがる傾向が見られる。グループ内の規

範としては、根回しの重要性、総論賛成・各論反対の存

在、そしてピア・メディエーション（怒った人を他の参

加者がなだめる）の存在が把握された。最後に組織間関

係の規範として、行政とコンサルタントの間に存在する

「甲乙の関係」、地方自治体が事業主体と地元コミュニテ

ィの間で仲介者（メディエーター）として機能すること

などが挙げられる。 

（４）参加の場 

 参加の場とは、日本で実際に行われてきた合意形成プ

ロセスの実態である。具体的に見てみると、日時、技法、

対象課題の３つに整理できる。日時であるが、参加の場

は勤労者の都合などを考慮し夜間（もしくは休日）に開

かれることが圧倒的に多い。技法としてはオープンハウ

スなど１４種類の技術が特定された。うち１１技法はカ

タカナで記述されるもので、海外から技法が流入してい

る実態が浮き彫りとなった。また話し合いの対象となる

課題としては土地やその他資産への補償が最も多く挙げ

られていた。 

 

４．合意形成プロセス導入による適応化と組織変革 

 北常三島町交差点交通安全方策検討委員会における

CB プロセスの適用そのものついては既に詳しい報告が

行われているが 8),9)、本稿では図１で仮説として設定し

た技術適応化と組織変革の過程という観点から本事例に

ついて検討を加える。 

（１）観察された適応化 

 「日本の文脈にあった適切な参加者選び」、「行政ニー

ズに合わせたプロセス修正」、「効果最大化のためのプロ

セス修正」の３種類の技術適応化が観察された。 

ａ）適切な参加者選び 

 参加者という点では４つの特徴がみられた。一つ目は

大学関係者の積極的関与である。わが国では学識経験者

が審議会等を通じて政策形成に大きな役割を果たしてお

り今回も類似形態による関与が見られた。二つ目は町内

会の参加である。町内会は加入率の低下などの問題が指

摘されているが、わが国の合意形成プロセスでは長年コ

ミュニティの代表として機能しており、単にステークホ

ルダーであること以上の意味を有していると考えられる。

第三に比較的高年齢の方々によるファシリテーションで

ある。わが国では年齢がステータスの指標として重要な

役割を果たすことから、プロセスへの信頼を確保するた

めファシリテーターがある程度の年齢を有していること



が重要だったと考えられる。第四にステークホルダー分

析（紛争アセスメント）における聞き取り対象者の匿名

化である。米国では、ステークホルダー分析報告書に聞

き取り調査対象者の個人名リストが掲載されるが、わが

国では公の空間での積極的発言は行動規範に反する（恥

ずかしいと感じる人が多い）ことからリストの掲載その

ものが問題となった。結果、掲載をご了解いただいた方々

のみ、リストに掲載することとなった。このように日本

の文脈を配慮して、参加者および参加形態が調整された。 

ｂ）行政ニーズに合わせたプロセス修正 

 合意形成プロセスの新規導入では行政機関内部での合

意形成がきわめて重要であり10)、行政運営と円滑に整合

がとれるような適応化が見られた。第一に審議会システ

ムの利用である。わが国では学識経験者やステークホル

ダーの関与の場として審議会（委員会、勉強会等を含む）

が活用されており、北常三島町事例についても同様の検

討会が開催されている。第二に、コーカスによる関係機

関交渉の実施である。コーカスとはCB手法の一環で、特

定少数のステークホルダー代表による個別面談を促し合

意形成の効率化を図る技法である。北常三島町事例につ

いては既存の警察協議を CB プロセスのコーカスとして

実施した。第三に年度の区切りへの配慮である。CBプロ

セスは事前のステークホルダー分析とステークホルダー

による審議の大きく２段階に分けられるが、前者を平成

16 年度、後者を平成17 年度に実施することで、それぞ

れのステップが年度で区切られないよう配慮された。 

ｃ）効果最大化のためのプロセス修正 

 これまでに述べてきたことがらはプロセスを修正・変

更した適応化であるが、そのほかにもプロセスに日本の

文脈に沿った新たな要素を付加する適応化も行われてい

た。その一つ目はワークショップ技法の導入である。こ

れは北常三島町事例でファシリテーションを担当したＮ

ＰＯ法人がワークショップ技法の経験と実績が豊富であ

ったことから、付箋紙を使ったグループワークなど、わ

が国のワークショップでも用いられる技法が効果的に導

入された。第二に、根回しの利用が挙げられる。会議を

欠席した委員にはスタッフが出向いて会議の内容を説明

し、次回会議の前に意見を聞くこととされた。また、各

委員には同じスタッフが対応することとされたため「顔

見知り」の効果が得られたと考えられる。 

（２）観察された組織変革 

 組織変革としては３種類の変化が観察された。具体的

には「行政とコンサルタントの間の関係性変化」、「利害

の代表性と『持ち帰り』の抑止」、「プロセス管理者とし

てのＮＰＯ」である。 

ａ）行政とコンサルタントの間の関係性変化 

 前章で説明した聞き取り調査では行政とコンサルタン

トの間に発注者、受注者としての上下関係、いわゆる「甲

乙の関係」が存在することが把握された。しかしこのよ

うな関係が存在するとファシリテーター、技術支援チー

ムなどが中立な立場からステークホルダーを支援するこ

とが難しい。そこで北常三島事例では、仕組みとしては

ステークホルダー分析の実施にあたって守秘義務契約を

用いたこと、実質的には学識研究者が関与したことなど

により行政と受注者の関係を比較的対等に近いものとす

ることができている。このようにして従来の受発注関係

にみられる上下関係からの変革が観察された。 

ｂ）利害の代表性と「持ち帰り」の抑止 

 前章で述べた聞き取り調査では、わが国の合意形成の

現場では、重要なステークホルダーが参加してないこと

からプロセスの途中や終了後に問題が発生する事態が起

きていることが把握されている（コミュニティ組織の特

性として把握）。しかし北常三島事例ではそのような問題

は観察されず、また委員会終了後に実施されたアンケー

トでは 70%の委員が、委員会の進捗を適宜自らが代表し

ているステークホルダー（組織）に報告していたと回答

している。さらに筆者自身、地元の食堂である委員が、

委員会の進捗を関係者に報告し意見を求めているところ

に偶然居合わせたこともある。 

 また、委員会において利害を代表するという意味では

行政機関等が委員会等の場で回答しない「持ち帰り」の

傾向も関係している。北常三島事例では、提言として盛

り込む施策や今後の方針について最終委員会で強い反対

意見が出されたが、行政側が「持ち帰り」をせず、その

場でファシリテーターを通じた修正提案が行なわれたこ

とで最終合意が行われた。このような面でもわが国にお

ける従来の合意形成プロセスから組織変革がみられる。 

ｃ）プロセス管理者としてのＮＰＯ 

 これはａ）とも関係しているが、従来の合意形成プロ

セスでは（一部の例外を除いて）多くの場合、コミュニ

ティ組織としてＮＰＯが参加している。プロセスの管理

運営は行政自身あるいは委託を受けたコンサルタントが

担当することが従来の仕組み（すなわち文脈）である。

しかし北常三島事例ではＮＰＯが CB プロセスにおける

中立者（メディエーター）として機能している。そのNPO

はワークショップやファシリテーションなどの経験が豊

富であり以前からそのような機能を果たしていたと考え

ることもできるが、わが国全体の文脈から考えると変革

だと考えることができよう。 

 

５．本研究から得られた知見 

（１）合意形成プロセス導入における技術適応化と組織

変革の必要性 

 今回の研究では図１で示した仮説の通り、合意形成プ

ロセスの移転過程で技術適応化と組織変革が発生するこ

とが確認された。また本稿では詳述しないが、今回の質



的研究で用いたデータと、わが国の合意形成プロセスに

関する情報を追加収集し分析した結果、組織のヒエラル

キーや行動規範としての根回しへの配慮不足などが合意

形成プロセス導入の障壁となったり、これら文脈への配

慮不足によりプロセスが所期の目的を果たせなかったり

した事例が発見された11)。つまり、技術適応化や組織変

革により文脈への配慮が行われなければ、合意形成プロ

セスの導入は円滑に行われない。逆に文脈への配慮によ

り、プロセス導入が円滑に進むと考えられる。 

 これまで海外の各種合意形成プロセスがわが国へ導入

されてきたが、その中で文脈の違いがどれだけ検討され

てきたであろうか。文脈への配慮不足は決して日本特有

の問題ではなく、海外でも問題視されており、政策移転

論の研究でもその欠如を指摘する声は大きい。しかしわ

が国では合意形成分野、社会資本分野に限らずあらゆる

分野で海外の政策を先行事例として参考にする傾向が強

くあり、Campbellは「日本の政策ソリューションは多か

れ少なかれ海外に由来している」と言い、海外からの導

入される政策ソリューションはわが国の問題に適合した

ものが必ずしも合理的に選択されているわけではないこ

とを指摘している12)。 

 わが国の文脈に適さない政策であれば実効性が低く、

そのような政策は国内で生き残らないため自然淘汰され

るはずだ、という長期的な視点からみた考え方もあるだ

ろう。しかし個々の合意形成プロセスを海外から移転す

るという取り組みに絞って考えれば、そのような取り組

みを成功させるためには技術適応化と組織変革が必要で

あると言える。 

（２）技術適応化と組織変革の戦略 

 北常三島事例の観察によれば技術適応化の必要性は事

前に察知できるものではなく、導入過程のなかで文脈と

の齟齬が認識されるたびにアド・ホックに対応する必要

があると考えられる。法制度など形式知として顕在化し

ている文脈であれば検討が可能であるが、行動規範など

暗黙知として存在する文脈については、文脈との齟齬が

生じることではじめてその文脈の存在が認識される。よ

って技術適応化の過程を行動による学習(Learning by 

Doing)ととらえ、導入過程の中で頻繁に「ふりかえり」

を行うことで技術適応化の必要性と対応策を検討するこ

とが必要だと考えられる。 

 組織変革は技術適応化と比較してその実現が難しいと

考えられる。しかし組織変革を行わず技術適応化によっ

てのみ対応すれば合意形成プロセスの重要な要素が移転

されず、結果として１章で挙げたDolowitzらの「不完全

な移転」となる危険がある。実際、（分野が異なるが）英

国からわが国への独立行政法人化の政策移転に関する研

究ではそのような不完全な移転が観察されている11)。文

脈と合意形成プロセスの重要な要素が齟齬をきたすので

あれば、プロセスの適応化ではなく、文脈を組織変革で

変える必要がある。そのためには行政機関などの組織が

「自分を変える」という開かれた姿勢で合意形成プロセ

ス導入に臨む必要がある。 

 

６．結論 

 本研究では政策移転論等の知見を参考に、質的研究手

法と事例の詳細な観察により、合意形成プロセスの導入

における技術適応化と組織変革の必要性を確認した。技

術適応化と組織変革はどちらか一方が選択されるのでは

なく両方の組み合わせで行われること、またこれらの変

化はプロセスの導入過程の中で徐々に発生することを観

察した。 

 本研究はコンセンサス・ビルディングというプロセス

の導入を、特定の事例の観察を通じて詳細に検討したも

のであるが、技術適応化と組織変革が必要不可欠である

ことを立証するためには、他の合意形成プロセスについ

ても同様のフレームワークで検討したり、コンセンサ

ス・ビルディングの移転を他事例で観察したりして、比

較検討する必要がある。また、他の政策移転事例や他国

でのコンセンサス・ビルディング移転事例との比較検討

による仮説検証も必要だと考えられる。 
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